
平
成
三
年
厚
生
省
令
第
四
十
四
号

救
急
救
命
士
法
施
行
規
則

救
急
救
命
士
法
（
平
成
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
二

十
九
条
、
第
三
十
四
条
第
二
号
及
び
第
四
号
、
第
四
十
二

条
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
六
条
並
び
に
附
則
第
三
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
救
急
救
命
士
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
免
許
（
第
一
条―

第
九
条
）

第
二
章
　
試
験
（
第
十
条―

第
二
十
条
）

第
三
章
　
業
務
（
第
二
十
一
条―

第
二
十
六
条
）

附
則

第
一
章
　
免
許

（
法
第
四
条
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
一
条
　
救
急
救
命
士
法
（
平
成
三
年
法
律
第
三
十
六

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
三
号
の
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
視
覚
、
聴
覚
、
音
声
機
能

若
し
く
は
言
語
機
能
又
は
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り

救
急
救
命
士
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要

な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が

で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
障
害
を
補
う
手
段
等
の
考
慮
）

第
一
条
の
二
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
救
急
救
命
士
の
免
許

（
以
下
「
免
許
」
と
い
う
。
）
の
申
請
を
行
っ
た
者
が
前

条
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
者
に
免
許
を
与
え
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る

と
き
は
、
当
該
者
が
現
に
利
用
し
て
い
る
障
害
を
補
う

手
段
又
は
当
該
者
が
現
に
受
け
て
い
る
治
療
等
に
よ
り

障
害
が
補
わ
れ
、
又
は
障
害
の
程
度
が
軽
減
し
て
い
る

状
況
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
の
申
請
）

第
一
条
の
三
　
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第

一
号
に
よ
る
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し

（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十

一
号
）
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（
出
入
国
管

理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百

十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留

者
（
第
三
条
第
二
項
に
お
い
て
「
中
長
期
在
留
者
」

と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き

日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関

す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定

め
る
特
別
永
住
者
（
同
項
に
お
い
て
「
特
別
永
住

者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
住
民
基
本
台
帳
法
第

三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
を
記
載
し

た
も
の
に
限
る
。
）
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券

そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
。
）

二
　
視
覚
、
聴
覚
、
音
声
機
能
若
し
く
は
言
語
機
能
若

し
く
は
精
神
の
機
能
の
障
害
又
は
麻
薬
、
大
麻
若
し

く
は
あ
へ
ん
の
中
毒
者
で
あ
る
か
な
い
か
に
関
す
る

医
師
の
診
断
書

（
名
簿
の
登
録
事
項
）

第
二
条
　
救
急
救
命
士
名
簿
（
以
下
「
名
簿
」
と
い
う
。
）

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
登
録
す
る
。

一
　
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

二
　
本
籍
地
都
道
府
県
名
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い

者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
国
籍
）
、
氏
名
、
生
年
月
日

及
び
性
別

三
　
救
急
救
命
士
国
家
試
験
（
以
下
「
試
験
」
と
い

う
。
）
合
格
の
年
月

四
　
免
許
の
取
消
し
又
は
名
称
の
使
用
の
停
止
の
処
分

に
関
す
る
事
項

五
　
再
免
許
の
場
合
に
は
、
そ
の
旨

六
　
救
急
救
命
士
免
許
証
（
以
下
「
免
許
証
」
と
い

う
。
）
若
し
く
は
救
急
救
命
士
免
許
証
明
書
（
以
下

「
免
許
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
書
換
え
交
付
し
、
又

は
再
交
付
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
並
び
に
そ
の
理

由
及
び
年
月
日

七
　
登
録
の
消
除
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
並
び
に

そ
の
理
由
及
び
年
月
日

（
名
簿
の
訂
正
）

第
三
条
　
救
急
救
命
士
は
、
前
条
第
二
号
の
登
録
事
項
に

変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
三
十
日
以
内
に
、
名
簿
の
訂

正
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
を
す
る
に
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
申

請
書
に
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
中
長
期
在
留
者
及
び

特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本

台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記

載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
及
び
同
項
の
申
請
の
事
由
を

証
す
る
書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第

十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の

他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及
び
同
項
の
申
請
の

事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
）
を
添
え
、
こ
れ
を
厚

生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
の
消
除
）

第
四
条
　
名
簿
の
登
録
の
消
除
を
申
請
す
る
に
は
、
様
式

第
三
号
に
よ
る
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
救
急
救
命
士
が
死
亡
し
、
又
は

し
つ
そ
う

失
踪
の
宣
告
を
受

け
た
と
き
は
、
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百

二
十
四
号
）
に
よ
る
死
亡
又
は

し
つ
そ
う

失
踪
の
届
出
義
務
者

は
、
三
十
日
以
内
に
、
名
簿
の
登
録
の
消
除
を
申
請
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
証
の
書
換
え
交
付
申
請
）

第
五
条
　
救
急
救
命
士
は
、
免
許
証
又
は
免
許
証
明
書
の

記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
免
許
証
の
書
換

え
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
申
請
を
す
る
に
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
申

請
書
に
免
許
証
又
は
免
許
証
明
書
を
添
え
、
こ
れ
を
厚

生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
証
の
再
交
付
申
請
）

第
六
条
　
救
急
救
命
士
は
、
免
許
証
又
は
免
許
証
明
書
を

破
り
、
汚
し
、
又
は
失
っ
た
と
き
は
、
免
許
証
の
再
交

付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
申
請
を
す
る
に
は
、
様
式
第
四
号
に
よ
る
申

請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
免
許
証
又
は
免
許
証
明
書
を
破
り
、
又
は
汚
し
た
救

急
救
命
士
が
第
一
項
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
申
請

書
に
そ
の
免
許
証
又
は
免
許
証
明
書
を
添
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４
　
救
急
救
命
士
は
、
免
許
証
の
再
交
付
を
受
け
た
後
、

失
っ
た
免
許
証
又
は
免
許
証
明
書
を
発
見
し
た
と
き

は
、
五
日
以
内
に
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
返
納
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
証
又
は
免
許
証
明
書
の
返
納
）

第
七
条
　
救
急
救
命
士
は
、
名
簿
の
登
録
の
消
除
を
申
請

す
る
と
き
は
、
免
許
証
又
は
免
許
証
明
書
を
厚
生
労
働

大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
四
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
名
簿
の
登
録
の
消
除
を
申
請
す
る
者
に

つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２
　
救
急
救
命
士
は
、
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、

五
日
以
内
に
、
免
許
証
又
は
免
許
証
明
書
を
厚
生
労
働

大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
免
許
税
及
び
手
数
料
の
納
付
）

第
八
条
　
第
一
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
条
第
二
項
の
申

請
書
に
は
、
登
録
免
許
税
の
領
収
証
書
又
は
登
録
免
許

税
の
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
は
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
第
六
条
第
二
項
の
申
請
書
に
は
、
手
数
料
の
額
に
相

当
す
る
収
入
印
紙
を
は
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
規
定
の
適
用
等
）

第
九
条
　
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
登
録
機

関
（
以
下
「
指
定
登
録
機
関
」
と
い
う
。
）
が
救
急
救

命
士
の
登
録
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
う
場
合
に
お

け
る
第
一
条
の
三
第
一
項
、
第
三
条
第
二
項
、
第
四
条

第
一
項
、
第
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
六
条
の
見

出
し
、
同
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第

七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

（
第
五
条
の
見
出
し
、
同
条
第
一
項
、
第
六
条
の
見
出

し
及
び
同
条
第
一
項
を
除
く
。
）
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」

と
あ
る
の
は
「
指
定
登
録
機
関
」
と
、
第
五
条
の
見
出

し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
免
許
証
の
書
換
え
交
付
」
と

あ
る
の
は
「
免
許
証
明
書
の
書
換
え
交
付
」
と
、
第
六

条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
及
び
第
四
項
中
「
免

許
証
の
再
交
付
」
と
あ
る
の
は
「
免
許
証
明
書
の
再
交

付
」
と
す
る
。

２
　
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
八
条
第

二
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

第
二
章
　
試
験

（
試
験
科
目
）

第
十
条
　
試
験
の
科
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
基
礎
医
学
（
社
会
保
障
・
社
会
福
祉
、
患
者
搬
送

を
含
む
。
）

二
　
臨
床
救
急
医
学
総
論

三
　
臨
床
救
急
医
学
各
論
（
一
）
（
臓
器
器
官
別
臨
床

医
学
を
い
う
。
）

四
　
臨
床
救
急
医
学
各
論
（
二
）
（
病
態
別
臨
床
医
学

を
い
う
。
）

五
　
臨
床
救
急
医
学
各
論
（
三
）
（
特
殊
病
態
別
臨
床

医
学
を
い
う
。
）

（
試
験
施
行
期
日
等
の
公
告
）

第
十
一
条
　
試
験
を
施
行
す
る
期
日
及
び
場
所
並
び
に
受

験
願
書
の
提
出
期
限
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
官
報
で
公
告

す
る
。

（
受
験
の
手
続
）

第
十
二
条
　
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
五

号
に
よ
る
受
験
願
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
受
験
願
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
三
十
四
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る

者
で
あ
る
と
き
は
、
修
業
証
明
書
又
は
卒
業
証
明
書

二
　
法
第
三
十
四
条
第
三
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と

き
は
、
卒
業
証
明
書
及
び
同
号
に
規
定
す
る
厚
生
労

働
大
臣
が
指
定
す
る
科
目
を
修
め
た
旨
を
証
す
る

書
類

三
　
法
第
三
十
四
条
第
四
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と

き
は
、
修
業
証
明
書
又
は
卒
業
証
明
書
及
び
第
十
四

条
で
定
め
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
、
第
十
五
条
で

定
め
る
期
間
以
上
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

百
八
十
六
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
救
急
業

務
（
以
下
「
救
急
業
務
」
と
い
う
。
）
に
従
事
し
た

者
で
あ
る
旨
を
証
す
る
書
類

1



四
　
法
第
三
十
四
条
第
五
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と

き
は
、
同
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を

受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

五
　
写
真
（
出
願
前
六
月
以
内
に
脱
帽
し
て
正
面
か
ら

撮
影
し
た
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
四
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に
は
撮
影
年
月
日
及
び

氏
名
を
記
載
し
た
も
の
。
）

（
法
第
三
十
四
条
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

学
校
、
文
教
研
修
施
設
又
は
養
成
所
）

第
十
三
条
　
法
第
三
十
四
条
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
学
校
、
文
教
研
修
施
設
又
は
養
成
所
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一
　
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
二
百
三
号
）
第
二
十
一
条
第
一
号
、
第
二
号
又
は

第
三
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
大
学
、
学

校
又
は
看
護
師
養
成
所

二
　
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五

号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
て

い
る
病
院
に
附
設
さ
れ
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法

第
二
十
二
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い

る
准
看
護
師
養
成
所

三
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
等
学
校
の

専
攻
科

四
　
防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十

四
号
）
第
十
四
条
に
規
定
す
る
防
衛
医
科
大
学
校

（
法
第
三
十
四
条
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

救
急
業
務
に
関
す
る
講
習
）

第
十
四
条
　
法
第
三
十
四
条
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
救
急
業
務
に
関
す
る
講
習
は
、
別
表
に
掲
げ
る

科
目
及
び
時
間
数
以
上
の
も
の
と
す
る
。

（
法
第
三
十
四
条
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

期
間
）

第
十
五
条
　
法
第
三
十
四
条
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
期
間
は
、
五
年
（
救
急
隊
員
（
消
防
法
施
行
令

（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
四
十
四
条
第

五
項
又
は
第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
該
当
す
る
者
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
救
急
業
務
に
従
事
し
た

期
間
に
限
る
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
救
急
隊
員
と
し

て
救
急
活
動
を
行
っ
た
時
間
が
二
千
時
間
に
至
っ
た
場

合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
間
に
救
急
業
務
に
従
事

し
た
期
間
と
す
る
。

（
法
第
三
十
四
条
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

学
校
又
は
救
急
救
命
士
養
成
所
）

第
十
六
条
　
法
第
三
十
四
条
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
学
校
又
は
救
急
救
命
士
養
成
所
は
、
現
に
救
急

業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
救
急
救
命
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
（
平
成
三
年

文
部
省
・
厚
生
省
令
第
二
号
）
第
四
条
第
四
項
の
指
定

基
準
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

（
合
格
証
書
の
交
付
）

第
十
七
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
試
験
に
合
格
し
た
者
に

合
格
証
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
合
格
証
明
書
の
交
付
及
び
手
数
料
）

第
十
八
条
　
試
験
に
合
格
し
た
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に

合
格
証
明
書
の
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
手
数
料
と
し
て
二

千
九
百
五
十
円
を
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
数
料
の
納
入
方
法
）

第
十
九
条
　
第
十
二
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
出
願

又
は
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
手
数
料
の
額
に
相
当
す

る
収
入
印
紙
を
受
験
願
書
又
は
申
請
書
に
は
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
規
定
の
適
用
等
）

第
二
十
条
　
法
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
試

験
機
関
（
以
下
「
指
定
試
験
機
関
」
と
い
う
。
）
が
試

験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
十

二
条
第
一
項
、
第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
厚
生
労
働
大

臣
」
と
あ
り
、
及
び
「
国
」
と
あ
る
の
は
、
「
指
定
試

験
機
関
」
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
十
八

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
試
験
機
関
に
納
め
ら
れ

た
手
数
料
は
、
指
定
試
験
機
関
の
収
入
と
す
る
。

３
　
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
九
条

の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

第
三
章
　
業
務

（
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

救
急
救
命
処
置
）

第
二
十
一
条
　
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
救
急
救
命
処
置
は
、
重
度
傷
病
者
（
そ
の
症

状
が
著
し
く
悪
化
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
又
は
そ
の
生

命
が
危
険
な
状
態
に
あ
る
傷
病
者
を
い
う
。
次
条
及
び

第
二
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
心
肺
機
能

停
止
状
態
の
患
者
に
対
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
第
一
号

（
静
脈
路
確
保
の
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
第
三
号

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
心
肺
機
能
停
止
状
態
で
な

い
患
者
に
対
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
第
一
号
及
び
第
三

号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
薬
剤
を
用
い
た
輸
液

二
　
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
器
具
に
よ
る
気
道

確
保

三
　
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
薬
剤
の
投
与

（
法
第
四
十
四
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

救
急
用
自
動
車
等
）

第
二
十
二
条
　
法
第
四
十
四
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
も
の
は
、
重
度
傷
病
者
の
搬
送
の
た
め
に
使

用
す
る
救
急
用
自
動
車
、
船
舶
及
び
航
空
機
で
あ
っ

て
、
法
第
二
条
第
一
項
の
医
師
の
指
示
を
受
け
る
た
め

に
必
要
な
通
信
設
備
そ
の
他
の
救
急
救
命
処
置
を
適
正

に
行
う
た
め
に
必
要
な
構
造
設
備
を
有
す
る
も
の
と
す

る
。

（
研
修
の
実
施
）

第
二
十
三
条
　
救
急
救
命
士
が
勤
務
す
る
病
院
又
は
診
療

所
の
管
理
者
は
、
法
第
四
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る

研
修
を
実
施
し
、
当
該
救
急
救
命
士
に
重
度
傷
病
者
が

当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
到
着
し
当
該
病
院
又
は
診
療

所
に
入
院
す
る
ま
で
の
間
（
当
該
重
度
傷
病
者
が
入
院

し
な
い
場
合
は
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
到
着
し
当

該
病
院
又
は
診
療
所
に
滞
在
し
て
い
る
間
）
に
お
い
て

救
急
救
命
処
置
を
行
わ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
救
急
救
命
士
に
よ
る
救
急
救
命
処
置
の
実
施

に
関
す
る
委
員
会
を
当
該
病
院
又
は
診
療
所
内
に
設
置

す
る
と
と
も
に
、
当
該
研
修
の
内
容
に
関
す
る
当
該
委

員
会
に
お
け
る
協
議
の
結
果
に
基
づ
き
、
当
該
研
修
を

実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
四
十
四
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

事
項
）

第
二
十
四
条
　
法
第
四
十
四
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
医
師
そ
の
他
の
医
療
従
事
者
と
の
緊
密
な
連
携
の

促
進
に
関
す
る
事
項

二
　
傷
病
者
に
係
る
安
全
管
理
に
関
す
る
事
項
、
医
薬

品
及
び
医
療
資
機
材
に
係
る
安
全
管
理
に
関
す
る
事

項
そ
の
他
の
医
療
に
係
る
安
全
管
理
に
関
す
る
事
項

三
　
院
内
感
染
対
策
に
関
す
る
事
項

（
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

救
急
救
命
処
置
録
の
記
載
事
項
）

第
二
十
五
条
　
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
救
急
救
命
処
置
録
の
記
載
事
項
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

一
　
救
急
救
命
処
置
を
受
け
た
者
の
住
所
、
氏
名
、
性

別
及
び
年
齢

二
　
救
急
救
命
処
置
を
行
っ
た
者
の
氏
名

三
　
救
急
救
命
処
置
を
行
っ
た
年
月
日

四
　
救
急
救
命
処
置
を
受
け
た
者
の
状
況

五
　
救
急
救
命
処
置
の
内
容

六
　
指
示
を
受
け
た
医
師
の
氏
名
及
び
そ
の
指
示
内
容

（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

機
関
）

第
二
十
六
条
　
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
機
関
は
、
病
院
、
診
療
所
及
び
消
防
機
関
と

す
る
。附

　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
三
年
八
月
十

五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
受
験
手
続
の
特
例
）

２
　
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
試
験
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
が
、
受
験
願
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書

類
は
、
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
附
則
第
二
条
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証

す
る
書
類

二
　
写
真
（
出
願
前
六
月
以
内
に
脱
帽
し
て
正
面
か
ら

撮
影
し
た
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
四
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に
は
撮
影
年
月
日
及
び

氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。
）

（
中
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
者
）

３
　
法
附
則
第
三
条
の
中
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
と
同
等

以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
　
旧
国
民
学
校
令
（
昭
和
十
六
年
勅
令
第
百
四
十
八

号
）
に
よ
る
国
民
学
校
初
等
科
修
了
を
入
学
資
格
と

す
る
修
業
年
限
四
年
の
旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八

年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
高
等
女
学
校
卒
業
を

入
学
資
格
と
す
る
同
令
に
よ
る
高
等
女
学
校
の
高
等

科
又
は
専
攻
科
の
第
一
学
年
を
修
了
し
た
者

二
　
国
民
学
校
初
等
科
修
了
を
入
学
資
格
と
す
る
修
業

年
限
四
年
の
旧
中
等
学
校
令
に
よ
る
実
業
学
校
卒
業

を
入
学
資
格
と
す
る
同
令
に
よ
る
実
業
学
校
専
攻
科

の
第
一
学
年
を
修
了
し
た
者

三
　
旧
師
範
教
育
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
百
九
号
）

に
よ
る
師
範
学
校
予
科
の
第
三
学
年
を
修
了
し
た
者

四
　
旧
師
範
教
育
令
に
よ
る
附
属
中
学
校
又
は
附
属
高

等
女
学
校
を
卒
業
し
た
者

五
　
旧
師
範
教
育
令
（
明
治
二
十
年
勅
令
第
三
百
四
十

六
号
）
に
よ
る
師
範
学
校
本
科
第
一
部
の
第
三
学
年

を
修
了
し
た
者

六
　
内
地
以
外
の
地
域
に
お
け
る
学
校
の
生
徒
、
児

童
、
卒
業
者
等
の
他
の
学
校
へ
入
学
及
び
転
学
に
関

す
る
規
程
（
昭
和
十
八
年
文
部
省
令
第
六
十
三
号
）

第
二
条
若
し
く
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
中
等
学
校

を
卒
業
し
た
者
又
は
前
各
号
に
掲
げ
る
者
と
同
一
の

取
扱
い
を
受
け
る
者

七
　
旧
青
年
学
校
令
（
昭
和
十
年
勅
令
第
四
十
一
号
）

（
昭
和
十
四
年
勅
令
第
二
百
五
十
四
号
）
に
よ
る
青

年
学
校
本
科
（
修
業
年
限
二
年
の
も
の
を
除
く
。
）

を
卒
業
し
た
者

八
　
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一

号
）
に
基
づ
く
旧
専
門
学
校
入
学
者
検
定
規
程
（
大
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正
十
三
年
文
部
省
令
第
二
十
二
号
）
に
よ
る
試
験
検

定
に
合
格
し
た
者
又
は
同
規
程
に
よ
り
文
部
大
臣
に

お
い
て
専
門
学
校
入
学
に
関
し
中
学
校
若
し
く
は
高

等
女
学
校
卒
業
者
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
も

の
と
指
定
し
た
者

九
　
旧
実
業
学
校
卒
業
程
度
検
定
規
程
（
大
正
十
四
年

文
部
省
令
第
三
十
号
）
に
よ
る
検
定
に
合
格
し
た
者

十
　
旧
高
等
試
験
令
（
昭
和
四
年
勅
令
第
十
五
号
）
第

七
条
の
規
定
に
よ
り
文
部
大
臣
が
中
学
校
卒
業
程
度

に
お
い
て
行
う
試
験
に
合
格
し
た
者

十
一
　
教
育
職
員
免
許
法
施
行
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
四
十
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
表
の
第
二

号
、
第
三
号
、
第
六
号
若
し
く
は
第
九
号
の
上
欄
に

掲
げ
る
教
員
免
許
状
を
有
す
る
者
又
は
同
法
第
二
条

第
一
項
の
表
の
第
九
号
、
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
号

の
四
ま
で
、
第
二
十
一
号
若
し
く
は
第
二
十
三
号
の

上
欄
に
掲
げ
る
資
格
を
有
す
る
者

十
二
　
前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣

に
お
い
て
、
試
験
の
受
験
に
関
し
中
等
学
校
の
卒
業

者
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
も
の
と
指
定
し

た
者

４
　
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
市
町
村
（
東
京
都
並
び

に
市
町
村
の
消
防
の
一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
を

含
む
。
）
の
消
防
機
関
の
職
員
で
あ
る
者
が
行
う
法
第

四
十
四
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
救
急
救

命
処
置
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

（
当
該
期
間
内
に
開
始
さ
れ
た
処
置
に
あ
っ
て
は
、
当

該
処
置
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
）
、
第
二
十
一
条
第
一

項
各
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
心
肺
機
能
停
止
状

態
で
な
い
重
度
傷
病
者
に
対
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る

処
置
と
す
る
。

一
　
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
器
具
に
よ
る
血
糖
値

の
測
定

二
　
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
薬
剤
を
用
い
た
輸
液

三
　
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
薬
剤
の
投
与

附
　
則
　
（
平
成
六
年
二
月
二
八
日
厚
生
省
令
第

六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第

一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
七
日
厚
生
省
令
第

二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
一
一
日
厚
生
省
令

第
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
〇
日
厚
生
省
令

第
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
〇
日
厚
生
省

令
第
一
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
七
月
一
三
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
六
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
障
害
者
等
に
係
る
欠
格
事
由
の
適
正

化
等
を
図
る
た
め
の
医
師
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
七
月
十
六
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
二
月
二
二
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
三
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
二
六
日
厚
生
労
働

省
令
第
五
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
一
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
月
九
日
厚
生
労
働
省

令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
防
衛
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
一
月
九
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
五
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
五
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
四
月
六
日
厚
生
労
働
省

令
第
七
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
二
九
日
厚
生
労
働

省
令
第
九
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
九
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
二
三
日
厚
生
労
働

省
令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
一
月
九
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
三
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
一
月
三
〇
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
厚
生
労
働
省
令

第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令

で
定
め
る
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
に

よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要

と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り

繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
労
働

省
令
第
二
〇
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
九
月
一
日
厚
生
労
働
省
令

第
一
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に

提
供
す
る
体
制
の
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
医
療
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
四
十
九

号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

（
令
和
三
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
七
月
二
八
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
〇
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
（
第
十
四
条
関
係
）

科
目

時

間

数

基
礎
医
学

医
学
概
論

五

解
剖
・
生
理
学

三
〇

社
会
保
障
・
社
会
福
祉

五

3



患
者
搬
送

一
五

臨
床
救
急
医
学
総
論
観
察

三
〇

検
査

一
〇

処
置
総
論

一
〇

処
置
各
論

二
五

救
急
医
療

一
〇

災
害
医
療

三

臨
床
救
急
医
学
各
論
病
態
別

心
肺
停
止

二
〇

シ
ョ
ッ
ク
・
循

環
不
全

五

意
識
障
害

五

出
血

五

一
般
外
傷

三
〇

頭
部
・

け
い
つ
い

勁
椎
損

傷

五

熱
傷
・
電
撃
傷

三

中
毒

三

溺
水

三

気
道
異
物
・
消

化
管
異
物

三

特

殊

病

態

別

小
児
・
新
生
児

疾
患

五

高
齢
者
疾
患

五

産

婦

人

科

疾

患
・
周
産
期
疾

患

五

精
神
障
害

五

創
傷
等

五

総
計

二

五

〇

様
式
第
一
号
（
第
一
条
の
三
関
係
）

 

様
式
第
二
号
（
第
三
条
、
第
五
条
関
係
）

様式第二号(第三条、第五条関係) 

※
登 録 番 号 

    

 

収 入 印 紙 欄 

(収入印紙は消印しないで下さい) 
※
訂正・書換え
交 付 年 月 日 

  

救急救命士名簿訂正・免許証(免許証明書)書換え交付申請書 

登 録 番 号 第             号 登 録 年 月 日 
平成 
令和 

    年     月     日 

  変更を生じた事項 

  変更前 変更後(第1回) 変更後(第2回) 

本 籍 地 コ ー ド                   

本 籍 

(国 籍) 
  

都 道

府 県 
  

都 道

府 県 
  

都 道

府 県 

ふ り が な (氏) (名) (氏) (名) (氏) (名) 

氏 名 
            

旧姓併記の希望 

申請手続2(3)参照 

(旧姓)   (旧姓)   (旧姓)   

  有 ・ 無 有 ・ 無 

通 称 名 

申請手続2(5)参照 

            

生 年 月 日 

昭 和 
平 成 
令 和 
西 暦 

        年   昭 和 
平 成 
令 和 
西 暦 

        年   

  

    月     日     月     日 

性 別 男 ・ 女 男 ・ 女 

変更の理由   

 上記により、救急救命士名簿訂正・免許証(免許証明書)書換え交付を申請します。 

申 請 年月 日       年     月     日   

 

電 話 番 号 (    )   

住 所 
〒  ―  

都 道

府 県 
  

氏 名   生年月日 

昭 和 
平 成 
令 和 
西 暦 

        年     月     日 

 厚 生 労 働大 臣 

 指定登録機関代表者 殿 

備考 1 ※印欄は記入しないこと。 

   2 該当する不動文字を○で囲むこと。 

   3 黒ボールペンを用い、かい書で丁寧に記入すること。 

   4 この申請書には、所定の登録免許税に相当する収入印紙を貼ること。 

   5 申請する場合には、所定の手数料を納付すること。 

   6 用紙の大きさは、A4とすること。 

  ※ 受 付 印 

  

  

   ※ 申請手数料の振替払込受付証明書(お客さま用)は裏面中央部に貼ること。 

     

様
式
第
三
号
（
第
四
条
関
係
）

様式第三号(第四条関係) 

※ 消除年月日 
  

救 急 救 命 士 名 簿 登 録 消 除 申 請 書 

登 録 番 号 第 
            

号 登 録 年 月 日 
平 成 

令 和 

    
年 

    
月 

    
日 

 

※ コ ー ド 番 号         

本 籍 

(国 籍) 

  都 道

府 県 

 

ふりがな (氏) (名) 

氏 名 
    

 

生 年 月 日 

昭 和 
平 成 
令 和 
西 暦 

        

年 

    

月 

    

日 

 

消 除 理 由 の

生 じ た 年 月 日 
平 成 
令 和 

    
年 

    
月 

    
日 

 

※ コ ー ド 番 号       

消 除 理 由 死 亡 ・ 失 踪 ・ そ の 他(                       ) 

  上記により、救急救命士名簿の登録を消除されたく免許証(免許証明書)及び関係書類を添えて申請します。 

申 請 年 月 日 
      

年 
    

月 
    

日 

 

住 所 
〒  ― 

都 道

府 県 

  

氏 名 
  

続柄 
  

電 話 番 号 (      )   
 
 厚生労働大臣 

 指定登録機関代表者 殿 

  

  

※ 受 付 印 

  

備考 1 ※印欄は記入しないこと。 

   2 該当する不動文字を〇で囲むこと。 

   3 黒ボールペンを用い、かい書で丁寧に記入すること。 

   4 用紙の大きさは、A4とすること。 
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様
式
第
四
号
（
第
六
条
関
係
）

様式第四号(第六条関係) 

※ 

 登 録 番 号 

  

※ 

 再交付年月日 

  

救 急 救 命 士 免 許 証 再 交 付 申 請 書 

登 録 番 号 第             号 登 録 年 月 日 
平 成 

令 和 
    年     月     日 

 

本 籍 地 コ ー ド       

本 籍 

(国 籍) 

  都 道

府 県 

 

ふ り が な (氏) (名)   

性 別 
男 

氏 名 
    

女 

旧 姓 

申請の手続2(3)参照 

(旧姓)     

通 称 名 

申請の手続2(5)参照 

    

 

生 年 月 日 

昭 和 
平 成 
令 和 
西 暦 

        年     月     日 

 

免 許 取 得

資 格 

平成 

令和 
    年     月 施行   第     回 救急救命士国家試験合格 

  上記の救急救命士免許証を(破った・汚した・失った)ので関係書類を添えて免許証の再交付を申請します。 

申 請 年 月 日 
  

    年     月     日 

 

電 話 番 号       (    )   

住 所 

〒  ― 
都 道

府 県 

  

氏 名 
  

  

  厚生労働大臣 

  指定登録機関代表者 殿 

    ※ 受 付 印 

 備考 1 ※印欄は記入しないこと。 

    2 該当する不動文字を○で囲むこと。 

    3 黒ボールペンを用い、かい書で丁寧に記入すること。 

    4 申請する場合には、所定の手数料を納付すること。 

    5 用紙の大きさは、A4とすること。 

  

 

様
式
第
五
号
（
第
十
二
条
関
係
）

様式第五号(第十二条関係) 

救急救命士国家試験受験願書 

  
収 入 印 紙 

(消印しないこ
と｡) 

  

  

  

ふりがな 

氏 名 

  

性別 
男 

受験番号 

※ 

  

  
女 

生 年 月 日 

明 治 
大 正 
昭 和 
平 成 
令 和 

年  月  日 
本 籍 
(国籍) 

(都道府県) 受験希望地   

現 住 所 

       都道府県       市郡区 

  

(郵便番号   ―    )  電話番号    (   ) 

養成施設名   

最 終 学 歴   

受

験

資

格 

資 格 該 当 項 目 添 付 書 類 

法第34条 第1号該当   
・修業証明書又は卒業証明書 

第2号該当   

第3号該当   
・卒業証明書 
・指定科目履修証明書 

第4号該当 

  

・修業証明書又は卒業証明書 
・第14条で定める講習の課程を修了し、
第15条で定める期間以上救急業務に従
事した者である旨を証する書類 

(該当項目に
○印をつけ
ること。) 

第5号該当   
・厚生労働大臣による受験資格の認定を
証する書類 

法 附 則 第 2 条 該 当 
・厚生労働大臣による受験資格の認定を
証する書類 

連 絡 先       電話番号     (   )       (内線) 

  上記により、救急救命士国家試験を受験したいので申し込みます。 
 

         令和    年    月    日 

厚 生 労 働 大 臣  
指定試験機関代表者  

殿 

氏 名               

備 考 1 ※印欄には、記入しないこと。 

   2 該当する不動文字を〇で囲むこと。 

   3 黒ボールペンを用い、かい書ではっきり記入すること。 

   4 指定試験機関に申請する場合には、所定の手続により受験手数料を納付し、収入印紙

は貼らないこと。 

   5 修業証明書又は卒業証明書・指定科目履修証明書・第14条で定める講習の課程を修了

し、第15条で定める期間以上救急業務に従事した者である旨を証する書類は、それぞれ

学校、養成所、勤務先(所属長等)の発行に係るものであること。 

   6 用紙の大きさは、A4とすること。 
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